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平
成　

年
第
４
回
定
例
会
に

１６

お
い
て
議
長
発
議
に
よ
る
設
置

提
案
が
あ
っ
た
。

　

設
置
目
的
は
、
国
の
三
位
一

体
改
革
に
よ
り
地
方
交
付
税
の

大
幅
な
削
減
な
ど
、
過
疎
化
の

進
む
地
方
自
治
体
に
と
っ
て
、

今
後
の
改
革
方
針
が
行
財
政
運

営
に
大
き
な
影
響
が
あ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

　

ま
た
、
危
機
的
な
財
政
状
況

の
中
に
あ
っ
て
、
議
員
の
報
酬

や
議
員
の
定
数
を
含
め
、
財
政

健
全
化
へ
向
け
て
議
会
独
自
の

取
り
組
み
が
必
要
で
あ
る
と
と

も
に
、
さ
ら
な
る
議
会
運
営
の

効
率
化
と
活
性
化
に
取
り
組
む

べ
く
、
十
分
な
調
査
を
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
。

◎
設
置
時
委
員
会

　

平
成　

年　

月　

日
（
木
）

１６

１２

１６

・
正
副
委
員
長
の
互
選
を
行
い
、

委
員
長
に
西
川
敏
郎
委
員
、
副

委
員
長
に
は
伊
藤
幸
司
委
員
を

選
出
し
た
。

◎
第
１
回
委
員
会

　

平
成　

年
１
月　

日
（
水
）

１７

１２

・
特
別
委
員
会
の
審
議
方
法
等

を
協
議
す
る
前
に
、
平
成　

年
１７

度
議
会
費
に
係
る
予
算
要
求
に

つ
い
て
協
議
を
行
っ
た
。

（
１
）
議
員
公
務
災
害
補
償
基

礎
額
を
現
状
維
持
と
す
る
こ
と

と
し
た
。

（
２
）
永
年
勤
続
議
員
表
彰
受

賞
時
の
記
念
品
を
廃
止
す
る
こ

と
と
し
た
。

（
３
）
行
政
視
察
は
自
粛
す
る
。

た
だ
し
、
特
別
の
事
情
が
あ
る

場
合
は
補
正
対
応
す
る
こ
と
と

し
た
。

（
４
）
議
員
研
修
会
は
、
半
数

の
参
加
と
し
た
。

（
５
）
議
員
の
報
酬
並
び
に
期

末
手
当
に
つ
い
て
は
、
協
議
を

行
っ
た
が
結
論
が
得
ら
れ
ず
次

回
、
引
き
続
き
協
議
す
る
こ
と

と
し
た
。

◎
第
２
回
委
員
会

　

平
成　

年
１
月　

日
（
水
）

１７

１９

・
前
回
の
委
員
会
に
引
き
続
き
、

議
員
の
報
酬
並
び
に
期
末
手
当

に
つ
い
て
協
議
を
行
っ
た
。
町

の 
逼
迫 
し
た
財
政
状
況
を
踏
ま

ひ
っ
ぱ
く

え
平
成　

年
度
に
お
い
て
は
、

１７

月
額
の
報
酬
か
ら
議
長
１
万
３

千
円
、
副
議
長
１
万
円
、
委
員

長
７
千
円
、
議
員
４
千
円
の
削

減
を
行
い
、
期
末
手
当
に
つ
い

て
も
引
き
続
き　

％
の
削
減
を

１５

行
う
こ
と
と
し
た
。

　

審
議
方
法
等
に
つ
い
て
は
、

国
の
三
位
一
体
改
革
に
つ
い
て

の
講
習
会
等
の
開
催
に
よ
り
理

解
を
深
め
る
こ
と
と
し
、
議
会

改
革
に
つ
い
て
は
、
次
回
に
お

い
て
議
会
運
営
委
員
会
の
行
政

視
察
の
結
果
資
料
も
参
考
に
し

な
が
ら
、
定
数
削
減
問
題
を
含

め
た
も
の
で
継
続
し
て
協
議
す

る
こ
と
と
し
た
。

◎
第
３
回
委
員
会

　

平
成　

年
２
月　

日
（
水
）

１７

２３

・
前
回
の
委
員
会
で
資
料
要
求

の
あ
っ
た
も
の
を
含
め
、
次
の

資
料
を
配
付
し
た
。

（
１
）
平
成　

年
２
月
８
日
付

１７

で
、
委
員
全
員
へ
特
別
委
員
会

を
設
置
す
る
に
当
た
っ
て
、
議

会
運
営
に
関
す
る
疑
問
や
新
た

な
取
り
組
み
な
ど
に
つ
い
て
の

調
査
結
果
《
議
会
改
革
に
関
す

る
調
査
（
主
な
意
見
）》

（
２
）
北
海
道
渡
島
支
庁
地
域

制
作
部
地
域
政
策
課
望
月
康
彦

主
幹
に
よ
る「
三
位
一
体
改
革
」

に
つ
い
て
の
講
演
会
に
て
、
教

示
を
望
む
事
項
に
関
す
る
調
査

結
果

（
３
）
議
会
運
営
委
員
会
の
行

政
視
察
調
査
結
果

　

今
後
委
員
会
は
、
調
査
結
果

表
を
基
に
進
め
る
こ
と
と
し
、

「
一
般
質
問
関
係
」「
議
員
定
数

関
係
」
の
協
議
を
行
っ
た
後
、

北
海
道
渡
島
支
庁
地
域
政
策
部

地
域
政
策
課
望
月
康
彦
主
幹
に

よ
る
「
三
位
一
体
改
革
」
に
つ

い
て
の
講
演
会
を
開
催
し
た
。

◎
第
４
回
委
員
会

　

平
成　

年
４
月　

日
（
水
）

１７

１３

・「
報
酬
関
係
」「
常
任
委
員
会

関
係
」「
そ
の
他
《
会
議
時
間
》

《
選
挙
公
報
》《
議
会
運
営
》《
議

会
用
語
》《
住
民
代
表
機
関
と
し

て
の
役
割
等
》《
町
政
の
重
要
課

題
の
徹
底
検
討
す
る
場
》《
議
員

自
ら
の
条
例
立
案
》《
議
会
運
営

委
員
会
で
の
検
討
事
項
を
協

議
》《
出
張
委
員
会
》」
に
つ
い

て
。
協
議
を
行
っ
た
。

・
会
議
時
間
に
つ
い
て
は
会
議

規
則
に
よ
る　

時
か
ら
と
し
た
。

１０

・
次
回
の
委
員
会
で
決
算
審
査

特
別
委
員
会
の
開
会
時
期
に
つ

い
て
協
議
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

◎
第
５
回
委
員
会

　

平
成　

年
６
月　

日
（
木
）

１７

１６

・
決
算
審
査
特
別
委
員
会
の
開

催
時
期
に
つ
い
て
協
議
を
行
い
、

　

月
に
行
っ
て
い
た
も
の
を
９

１０月
定
例
会
会
期
中
に
行
う
こ
と

と
な
っ
た
。
ま
た
、
厚
生
文
教

常
任
委
員
会
に
お
け
る
複
数
の

所
管
事
務
調
査
に
つ
い
て
協
議

し
、
共
通
認
識
を
得
た
。
再
度

「
一
般
質
問
関
係
」
に
つ
い
て

協
議
を
行
い
、
９
月
定
例
会
か

ら
一
問
一
答
方
式
で
質
問
制
限

時
間
１
時
間
と
い
う
こ
と
で
実

施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
利
用
し
た

情
報
公
開
に
つ
い
て
、
会
議
録
、

組
織
図
、
議
員
名
、
当
選
回
数

を
掲
載
す
る
こ
と
と
し
た
。

◎
第
６
回
委
員
会

　

平
成　

年　

月　

日
（
金
）

１７

１１

１１

・「
一
般
質
問
関
係
」
で
平
成　
１７

年
第
３
回
定
例
会
に
お
い
て
質

問
時
間
１
時
間
の
一
問
一
答
方

式
と
い
う
事
で
施
行
さ
れ
た
結

果
を
踏
ま
え
再
度
協
議
し
、
次

の　

月
定
例
会
、
３
月
定
例
会

１２
で
も
同
じ
方
式
で
行
い
経
過
を

見
る
こ
と
と
し
た
。

　
「
議
員
定
数
関
係
」に
お
け
る

定
数
に
つ
い
て
、
協
議
を
行
っ

た
。
定
数
削
減
で
意
見
の
一
致

を
見
た
が
、　

人
、　

人
、　

１２

１４

１６

人
の
定
数
の
案
が
だ
さ
れ　

人
、

１４
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人
の
案
に
絞
り
込
ま
れ
た
。

１６３
月
定
例
会
に
発
議
す
べ
く
次

回
委
員
会
で
も
「
議
員
定
数
関

係
」
を
継
続
協
議
す
る
こ
と
と

し
た
。

◎
第
７
回
委
員
会

　

平
成　

年
２
月
１
日
（
水
）

１８

・
前
回
に
引
き
続
き
「
議
員
定

数
関
係
」
に
つ
い
て
協
議
を
行

っ
た
。
３
月
定
例
会
前
に
再
度

委
員
会
を
開
催
し
、
提
案
の
趣

旨
な
ど
の
確
認
を
得
て
、
３
月

定
例
会
で
発
議
案
を
提
示
す
る

こ
と
と
し
た
。

・「
一
般
質
問
関
係
」
で
第
３
回
、

第
４
回
定
例
会
で
も
質
問
時
間

１
時
間
の
一
問
一
答
方
式
で
施

行
さ
れ
た
が
、
３
月
定
例
会
で

も
再
度
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

・
一
般
質
問
を
議
会
の
初
日
、

も
し
く
は
日
程
の
始
め
に
行
え

ば
町
民
も
傍
聴
し
や
す
い
の
で

は
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
が
、

急
を
要
す
る
補
正
予
算
等
の
議

案
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
議
会
運

営
委
員
会
で
の
議
事
日
程
作
成

上
の
協
議
に
一
任
さ
れ
た
。

◎
第
８
回
委
員
会

　

平
成　

年
２
月　

日
（
水
）

１８

２２

・
事
務
局
か
ら
前
回
の
委
員
会

に
お
い
て
要
求
の
あ
っ
た
資
料

１
「
議
会
を
取
り
巻
く
環
境
に

つ
い
て
」、
資
料
２
「
議
員
定
数

の
考
え
方
」
の
説
明
を
受
け
協

議
を
行
っ
た
。
議
員
定
数
は　
１８

人
か
ら
４
人
減
の　

人
と
す
る

１４

こ
と
に
全
員
賛
成
し
、
特
別
委

委
員
会
委
員
長
を
提
案
者
と
し

て
３
月
定
例
会
に
提
出
す
る
こ

と
に
決
定
し
た
。

・
常
任
委
員
会
の
在
り
方
に
つ

い
て
は
、
次
回
委
員
会
で
の
継

続
協
議
と
し
た
。

◎
第
９
回
委
員
会

　

平
成　

年
４
月　

日
（
木
）

１８

２７

・
事
務
局
か
ら
委
員
会
条
例
の

写
し
の
資
料
提
出
が
あ
り
、
前

回
に
引
き
続
き
常
任
委
員
会
の

在
り
方
に
つ
い
て
、
議
員
定
数

の
改
正
に
よ
り
常
任
委
員
会
の

委
員
定
数
も
改
正
が
必
要
な
こ

と
か
ら
協
議
を
行
っ
た
。
常
任

委
員
会
は
２
つ
と
し
、
各
７
人
。

議
会
運
営
委
員
会
は
２
委
員
会

か
ら
各
々
３
人
で
副
議
長
が
所

属
す
る
委
員
会
は
副
議
長
も
含

め
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
資

格
審
査
特
別
委
員
会
及
び
懲
罰

特
別
委
員
会
の
委
員
定
数
は
６

人
と
し
た
。
２
常
任
委
員
会
の

名
称
、
所
管
事
項
に
つ
い
て
は

次
回
委
員
会
に
継
続
協
議
と
な

っ
た
。

◎
第　

回
委
員
会

１０

　

平
成　

年　

月　

日
（
月
）

１８

１１

２９

・
事
務
局
か
ら
地
方
自
治
法
改

正
案
の
主
な
内
容
に
つ
い
て
、

資
料
に
基
づ
き
説
明
が
あ
っ
た
。

ま
た
、
２
委
員
会
に
お
け
る
所

管
事
項
の
資
料
提
出
が
あ
っ
た
。

・
地
方
自
治
法
の
改
正
に
よ
り

議
員
は
複
数
の
常
任
委
員
会
に

所
属
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ

た
が
、
当
町
に
お
い
て
は
１
人

１
委
員
会
に
所
属
す
る
こ
と
と

し
た
。

・
委
員
会
の
名
称
に
つ
い
て
は
、

総
務
経
済
常
任
委
員
会
、
厚
生

文
教
常
任
委
員
会
と
し
、
所
管

に
つ
い
て
も
現
行
の
総
務
常
任

委
員
委
員
会
の
所
管
と
産
業
建

設
常
任
委
員
会
の
所
管
を
合
わ

せ
た
も
の
を
総
務
経
済
常
任
委

員
会
の
所
管
事
項
と
し
、
厚
生

文
教
常
任
委
員
会
の
所
管
事
項

は
現
行
の
ま
ま
と
し
た
。

・
委
員
会
条
例
改
正
案
の
提
出

は
、
平
成　

年
第
１
回
定
例
会

１９

と
し
た
。

・
次
回
委
員
会
で
は
、
一
問
一

答
方
式
に
よ
る
一
般
質
問
の
検

証
に
つ
い
て
協
議
す
る
こ
と
と

し
た
。

◎
第　

回
委
員
会

１１

　

平
成　

年
１
月　

日
（
水
）

１９

２９

・
事
務
局
か
ら
３
月
定
例
会
に

提
出
さ
れ
る
「
松
前
町
議
会
委

員
会
条
例
の
一
部
改
正
案
」、

「
松
前
町
議
会
会
議
規
則
の
一

部
改
正
案
」
の
説
明
を
受
け
、

特
別
委
員
会
委
員
長
が
提
案
者

と
な
り
、
全
員
賛
成
者
と
な
っ

て
提
出
す
る
こ
と
と
し
た
。

・
一
般
質
問
の
質
問
時
間
１
時

間
に
よ
る
一
問
一
答
方
式
は
任

期
中
行
う
こ
と
と
し
た
。

・
次
回
委
員
会
か
ら
ま
と
め
の

方
向
に
進
め
る
こ
と
と
し
た
。

◎
第　

回
委
員
会

１２

　

平
成　

年
４
月　

日
（
金
）

１９

２７

・
正
副
委
員
長
に
お
い
て
作
成

し
た
報
告
書
を
精
査
し
、
議
長

に
提
出
し
た
。

　

小
泉
内
閣
に
よ
る
国
の
三
位

一
体
改
革
は
、
国
の
関
与
を
廃

止
・
縮
小
し
、
地
方
の
権
限
と

責
任
を
拡
充
す
る
理
念
の
下
、

歳
入
歳
出
で
の
地
方
の
自
由

度
・
裁
量
度
を
高
め
る
こ
と
を

目
的
に
、
国
か
ら
地
方
へ
の
税

源
移
譲
、
国
庫
補
助
負
担
金
の

改
革
、
地
方
交
付
税
の
改
革
が

進
め
ら
れ
た
。

　

国
庫
補
助
負
担
金
は
一
般
財

源
化
が
進
め
ら
れ
、
平
成　

年
１９

に
お
い
て
は
、
所
得
税
か
ら
個

人
住
民
税
へ
の
税
源
移
譲
が
実

施
さ
れ
る
も
の
で
、
国
税
と
地

方
税
で
の
負
担
額
が
大
き
く
変

化
す
る
。
地
方
交
付
税
も
ま
た

総
額
の
大
幅
な
抑
制
が
行
わ
れ
、

平
成　

年
度
か
ら
は
新
型
交
付

１９

税
の
導
入
に
よ
り
、
当
町
に
お

い
て
は
さ
ら
な
る
減
額
が
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、
道
州
制
に
向

け
北
海
道
か
ら
市
町
村
へ
の
権

限
委
譲
も
行
わ
れ
、
当
町
で
は

　

件
の
権
限
と
そ
れ
に
基
づ
く

９７事
務
が
平
成　

年
度
末
ま
で
に

１８

委
譲
さ
れ
て
い
る
。

　

自
主
財
源
の
乏
し
い
当
町
に

お
い
て
は
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
を

低
下
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
行
政

の
効
率
化
、
歳
出
の
縮
減
・
合

理
化
を
図
り
財
政
の
健
全
化
に
、

よ
り
一
層
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　

こ
う
し
た
地
方
分
権
が
進
む

中
、
地
方
公
共
団
体
の
自
主

性
・
自
立
性
の
拡
大
を
図
る
た

め
平
成　

年
に
は
地
方
自
治
法

１８

が
改
正
さ
れ
た
。
地
方
議
会
に

お
い
て
も
議
長
へ
の
臨
時
会
の

招
集
権
の
付
与
、
常
任
委
員
会

の
所
属
制
限
の
廃
止
、
委
員
会

へ
の
議
案
提
出
権
が
付
与
さ
れ

る
な
ど
、
地
方
議
会
へ
の
権
限

も
強
化
さ
れ
た
。

　

当
特
別
委
員
会
で
は
、
国
の

三
位
一
体
改
革
に
お
け
る
交
付

税
の
削
減
や
道
州
制
に
お
け
る

権
限
・
事
務
の
市
町
村
へ
の
移

譲
並
び
に
地
方
自
治
法
の
改
正

を
受
け
、
議
会
の
在
り
方
に
つ

い
て
、
特
に
一
般
質
問
、
議
員

定
数
、
議
員
報
酬
、
常
任
委
員

会
等
に
関
し
議
論
を
重
ね
て
き

た
。

　

一
般
質
問
に
関
し
て
は
、
一

層
議
論
が
深
め
ら
れ
る
と
の
こ

と
か
ら
、
一
問
一
答
方
式
で
質

問
時
間
１
時
間
と
し
て
任
期
中

行
う
こ
と
と
し
た
。

　

議
員
定
数
関
係
で
は
、
先
に

福
島
町
と
の
合
併
協
議
に
お
け

る
町
民
の
意
向
、
三
位
一
体
改

革
に
よ
る
町
財
政
へ
の
影
響
や

国
勢
調
査
に
お
け
る
人
口
の
動

向
な
ど
考
慮
し
、
定
数
を　

人
１８

か
ら
４
人
を
減
じ　

人
と
し
た
。

１４

　

報
酬
関
係
で
は
、
全
議
員
の

報
酬
を
削
減
し
、
常
任
委
員
会

の
数
も
議
員
定
数
の
削
減
か
ら

２
常
任
委
員
会
と
し
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。

　

今
後
と
も
、
め
ま
ぐ
る
し
い

行
財
政
の
変
化
に
対
応
す
る
べ

く
、
一
層
の
議
会
の
活
性
化
に

向
け
て
、
議
会
に
お
け
る
ビ
デ

オ
撮
影
や
出
張
委
員
会
、
議
会

活
動
の
住
民
周
知
の
在
り
方
な

ど
議
論
を
引
き
続
き
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

さ
ら
に
、
町
村
合
併
の
再
燃

な
ど
議
会
を
取
り
巻
く
環
境
は
、

著
し
く
変
化
す
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
、
議
会
と
し
て
的
確
な
対

応
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
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